
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  社会保険診療報酬にかかる概算経費制度の見直し 

Ｑ：社会保険診療報酬にかかる概算経費制

度が見直しされるのではと聞きました。どう

いうことですか？ 

 

Ａ：会計検査院から再度の検討を要すると

の意見が報告されています。 

【解説】 

小規模医業事業者には現在、事務処理負担

を軽減して、経営の安定化を図り、良質かつ

適切な医療が提供できるようにと、社会保険

診療報酬が5,000万円以下の医業事業者には、

実際にかかった経費ではなく、概算経費を使

って計算することが認められています。 

しかし、このような特別措置については、

平成22年度の税制改正で今後４年間で抜本的

に見直しが行われることとなっており、今回、

会計検査院から次のような事態が確認される

ことから、検討を要するとされましたので、

今後の改正に盛り込まれるかもしれません。 

①平成23年度の税制改正大綱によると、個人

の白色申告者にも記帳が義務付けられること

とされているのに、特定の医業事業者のみに

こうした特例を認めることが妥当かどうか検

証する必要がある。 

②多額の自由診療報酬があっても社会保険診

療報酬が5,000万円以下であるとして、特例を

適用している事態が見受けられる。 

③概算経費率と実際経費率に開差があり多額

の措置法差額が生じている事態が見受けられ

る。 

④特例対象者のほとんどが実際経費を計算し

た上で概算経費と有利な方を選択している。 
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